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消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター）
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■ 【注意情報１】再び増加！劇場型の利殖投資トラブル
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未公開株や不動産投資など劇場型の利殖投資トラブルが、最近また増加しています。

従来の「未公開株などを買ってもらえれば、倍の金額で買い取る。」といった単なるもう

け話では消費者が警戒するようになったことから、立場の違う複数の者が入れ代わり立ち代

わり勧誘する「劇場型勧誘」の詐欺へと手口が巧妙になっています。

【第１幕】複数の業者から、「〇〇会社の青い封筒が届いていないか？」と電話がある。

【第２幕】ある日、〇〇会社の青い封筒が自宅に送られてくる。

【第３幕】複数の業者から、「〇〇会社の封筒が届いていないか？必ずもうかる物件だが、

封筒の届いた特定の人しか買えない。」などと電話があり、購入を勧誘される。

勧誘を断ると、「購入を希望する人がいるので、名義を貸してほしい。お礼に商

品券を送る」などと言われ、名義だけならと了承してしまう。

【第４幕】後日、「購入のため個人名義で振り込むところを当社名義で振り込んだため、当

社は金融庁から目を付けられた。何とかしないといけないので、振込代金の100

万円を立て替えてほしい。」などと電話があり、断っても「貴方名義なので、貴方

にも捜査の手が及ぶかもしれない。」などと不安にさせて、振り込ませる。

【第5幕】一旦振り込みに応じると、いろいろな口実をつけて何回も振り込ませようとする。

《アドバイス》

☆ 業者は、不安にさせるなどいろいろな手口で働きかけてきます。おかしいと思ったら、

キッパリと断りましょう。一度お金を払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。

☆ 不審･不安に思ったり、トラブルが生じたら、消費生活窓口にご相談ください。

☆ 周りの人も、高齢者がトラブルに遭っていないか見守りを

国民生活センター ↓

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121004_1.html
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■ 【注意情報２】 国や県の統計局をかたる電話
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今年４月以降、大分・別府市内の高齢者宅に、国の統計局や県の統計調査課を名乗る男性

からの電話が、相ついでかかっています。

電話では、「国勢調査をしている」、「年金についてアンケート調査をしている」と前置き

し、年金の振り込み先や、預貯金残高を聞き出そうとするものです。ご注意ください。

《アドバイス》

☆ 国や県が電話で国勢調査、統計調査を行うことは絶対にありません。

☆ このような電話が架かってきた時は、すぐに電話を切って、警察に相談して下さい。
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■ 中央省庁からの新着情報

各府省等ホームページの情報から、消費生活にかかわる最新情報をお知らせします。

★国民生活センターＨＰ：http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

★消費者庁ＨＰ：http://www.caa.go.jp/
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【消費生活に関するご相談は・・・】

☆ 市町村の消費生活相談窓口

県下すべての市町村で、消費生活センターや相談窓口が設置されています。

次の消費者ホットラインの利用により、全国どこでも、お近くの市町村や県の相談窓口

に自動的につながり、市内料金で相談できます。お気軽にご相談下さい。

《消費者ホットライン：０５７０－０６４－３７０》

☆ 県の消費生活相談窓口 ※メールやファックスでは受付しておりません。

◇ 消費生活等相談（契約、販売方法、多重債務、消費生活に関する相談）

・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１７：３０

・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９

◇ 消費生活特別相談

・ 受付時間：日曜日（第３日曜をのぞく）１３：００～１６：００

・ 相談電話：０９７－５３４－０９９９

◇ 食品表示１１０番（不審な食品表示に関する情報、食品表示に関する質問など）

・ 受付時間：月～金曜日（祝、休日をのぞく）９：００～１６：３０

・ 相談電話：０９７－５３６－５０００

☆ メルマガ登録者を募集しています！

配信ご希望の方は、お名前、市町村名、「ＰＣ版または携帯版」の配信希望と書いて、
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下記メールアドレスあて送信してお申し込みください。

○申込先 → iness.csm@pref.oita.jp （メルマガ専用アドレス）
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大分県消費生活・男女共同参画プラザ（県消費生活センター）

〒870-0037 大分県大分市東春日町１番１号（ＮＳ大分ビル内）

TEL：097(534)4034 FAX：097(534)0684

ホームページ：http://www.pref.oita.jp/soshiki/13040/

E-mail：a13040@pref.oita.lg.jp
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